
令和５・６年度入札参加資格審査申請書提出要領（測量・建設コンサ
ルタント等）

令和５・６年度に八郎潟町が発注する測量・建設コンサルタント等の入札に参加しよ
うとする業者は、入札参加資格申請書を次により提出してください。

◎提出書類
１．入札参加資格申請書（総務省標準様式又は町様式により提出してください。）
※複数シートに分かれておりますのでご注意ください。

２．法令等による登録通知書（写）
３．測量等実績調書（直前２年）
４．技術職員名簿（任意様式）
５．財務諸表（直近１年）
６．納税証明書（写しでも可）

八郎潟町税：八郎潟町で発行する法人町民税・固定資産税 ※該当事業所のみ
秋田県民税：県税に係る徴収金について未納のないことの証明
国税：消費税及び地方消費税について未納のないことの証明
※秋田県内に事業所等を有しない場合は国税の証明書のみ

八郎潟町税の証明書は町内に営業所等を持つ場合のみ

７．登記簿謄本（写）
８．使用印鑑届
９．印鑑証明書（写）
10．委任状（様式任意）

※権限を代表者以外に与える場合のみ

11．暴力団排除に関する誓約書

◎提出方法
１．申請書類は、個別フォルダーにて提出してください。

※フォルダーの山（見出し）部分の両面に企業名を記入してください。

（メーカー・色指定なし）［参考型番 Lion A4-IF-R］
２．新型コロナウィルス対策の観点から郵送のみ（宅配便等も可）とします。（ただ
し、町内業者は持参でも可とします。）

３．受領書等を希望する場合は、ハガキまたは封書と受領書用紙を同封してください。
４．申請書類郵送用封筒の表面に朱書きで「資格審査申請書在中」と明記のこと。

(綴じ具不要)
申請書類は挟む
だけで結構です



◎受付期間
令和４年１２月２６日（月）から令和５年２月２８日（火）まで
※土曜・日曜及び祝祭日を除く

◎参加資格有効期間
令和５年４月１日から令和７年３月３１日（２年間）とする。

◎その他
１．申請書提出後、申請事項に変更があった場合は、速やかに書面により変更の届出
をしてください。

２．定期受付終了後は、随時受付を行います。（随時受付の場合、審査終了までお時
間をいただくことがあります）

３．不動産鑑定は「測量・建設コンサルタント等」で申請してください。

◎申請書提出先
〒018-1692
秋田県南秋田郡八郎潟町字大道８０番地
八郎潟町役場 総務課

TEL 018-875-5801 FAX 018-875-5950


